
令和 12 年 12 月 15 日

ＨＳＧエチケット委員会

No. 項目 内 容

１ 期日 令和 4年 12 月 15 日（木） 晴れ 8時 30 分～15 時 10 分

２ 場所 大みかゴルフクラブ

３ 参加者
岡田会長初め A組 8名、B組 7名、C組 3名、D組 9名の計 27 名が参加した。

ミーティング時にエチケット委員 2名が参加した。

４
研修会

実施項目

(1)研修会資料をプレー前に配布し、研修会の目的及びエチケット、マナーの

基本等を再確認した。

(2)＃1 スタート 4組、＃4スタート 4組としてプレー開始、18 ホールのプレー

を実施した。今回は、＃1スタートをＡ組優先として組合せた。

(3)プレー終了後、二階レストランにて「ゴルフルール早わかり Q＆A(その 3）」

の内容について説明し、質疑を行った。

５ 研修内容

(1)資料「ゴルフルール早わかり集よりゴルフルールＱ＆Ａ（第 3回）」

「2023 ゴルフ規則：五つの重要な変更」

(2)説明項目：①アドバイス、②スタンスをとることへの援助、③バンカーの

規則、④パッティンググリーン、⑤2023 年ゴルフ規則 5つの重要な変更点。

(3)主な質疑事項：

・グリーン用ホークを刺してマークしたら違反か？→「違反ではない」

定義ではボールマーカーは球の個所をマークするために使用する人工物

（例えばティー、コイン、マーカーとして作られた物や別の小さな用具）とあ

りホークはこの別の小さな道具に該当すると考えます。但し、グリーンを傷

つける、他のプレーやの目障りになる等があるので、マナーとしてホークの

使用は避けることを推奨します。

・マークをするときティを刺したらテストしたことなるか？→ティを刺しても

テストにはなりません。ティを横にして置く必要もありません。(規則 13.1)

・グリーン上で頼まれないのにマーカーを移動したら違反か？→「違反ではな

い」但し、「ライン上だから動かすね」等のアドバイスと取られかねない

言動、行為があるとペナルティを取られることがあるので、注意が必要です。

マーカーの移動は要求があった時とするのが間違いが無いと考えます。

(4)その他ルールに関するご質問、要望等はメールで受け付けることにした。

６
次回研修

予定

令和 5 年 2 月 16 日（木）大みかゴルフクラブ。開催案内は担当エチケット委

員から連絡します。参加申込みは担当委員への返信メールでお願いします。
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